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固定資産税（土地・家屋）に関する
縦覧を行います

　土地または家屋の固定資産税の納税者となる方
は、資産のある区を担当する市税事務所で縦覧帳簿
を縦覧できます（資産をお持ちの区の縦覧帳簿に限り
ます）。
　縦覧の際は、本人確認ができるもの（マイナンバー
カード、運転免許証など）または納税通知書を持参し
てください。代理人の場合は委任状が必要です。

　令和5年4月分から、「児童扶養手当法」および「児
童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特
例に関する法律」に基づき、全国消費者物価指数を基
に児童扶養手当月額が改定されます。

　現在児童扶養手当を受給中の方については4月末
頃、改定後手当額のお知らせを送付します。

児童扶養手当の支給月額が
改定されます

区 保健福祉課（子育て支援）児童扶養手当担当問合
FAX 6644-1937TEL 6647-9895

特別児童扶養手当・特別障がい者
手当などの手当月額の改定について
令和5年4月分からの手当月額が次のとおり改定され
ました。

　❶❷は20歳未満で政令で定める程度の障がいがあ
る児童を監護している父もしくは母または養育者に支
給される手当です。
　❸❺は20歳以上、❹は20歳未満で身体または精神
に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介
護を必要とする状態の方に支給される手当です。

◆特別児童扶養手当・特別障がい者手当など（月額）

区 保健福祉課（障がい者支援）問合
TEL 6647-9897 FAX 6644-1937

     窓口サービス課（保険年金）問合 区
TEL 6647-9956

大阪市国民健康保険からの
お知らせ

●保険料の通知について
国民健康保険料（4月～翌年3月分）については6月
に決定し、6月中旬に世帯主あてに「国民健康保険
料決定通知書」をお送りします。

●国民健康保険料のための所得申告書について
国民健康保険料を決めるため、収入のない方や市
府民税の申告の必要がない方に国民健康保険料
のための所得申告書をお送りします。
提出されていない方は、4月14日（金）までに区役所
窓口サービス課保険年金担当（2階28番窓口）まで
提出してください。

※問い合わせ可能日、可能時間
   （月）～（木）・第4（日）：9時～17時30分、（金）：9時～19時

大阪府後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度の被保険者に対して各種保健事業を実施しています。

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

固定資産税・都市計画税（第1期分）
納期限のお知らせ

　固定資産税・都市計画税（第1期分）の納期限は、5
月1日（月）です。市税は、市政運営の原動力であり、市
民の皆様のために大切に活用させていただきます。市
税へのご理解と納期内の納付をお願いいたします。

※問い合わせ可能日、可能時間（平日9時～17時30分）

固定資産税（償却資産）について

船場法人市税事務所
固定資産税（償却資産）グループ　

問合

TEL 4705-2941 FAX 4705-2905

※問い合わせ可能日、可能時間
（平日9時～17時30分（金曜日は9時～19時））

固定資産税・
都市計画税（土地・家屋）について

なんば市税事務所 固定資産税グループ問合
TEL（土地）4397-2957 （家屋）4397-2958

※問い合わせ可能日、可能時間
　平日9時～17時30分（金曜日は9時～19時）

なんば市税事務所 固定資産税グループ問合

4月3日（月）～5月1日（月）（土・日・祝日を除く）
9時～17時30分（金曜日は19時まで）

日時

TEL 4397-2957（土地） 4397-2958（家屋）

　糖尿病や高血圧症等の生活習慣病に加え、加齢に伴う
心身の衰え（フレイル）等のチェックをしますので、現在生
活習慣病で通院されている方も積極的に受診してくださ
い。4月下旬から5月上旬にかけて「健康診査受診券」を
「受診券在中」の記載のある封筒にてお送りします（年度
途中に新たに75歳になられる方には、誕生月の翌月にお
送りします）。
　受診券がお手元に届きましたら、広域連合が指定する
医療機関等において、年度中（当該年度の3月31日まで）
に1回、無料で受診できます。受診の際は、受診券と被保険
者証を忘れずにお持ちください。
　ただし、以下に該当する方は、健康診査の対象外となり
ます。
❶病院又は診療所に6カ月以上継続して入院中の方
❷特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、
障害者支援施設などの施設に入所または入居している方

　人間ドック（公益社団法人日本人間ドック学会が
掲げる一日人間ドック基本検査項目表における「必
須項目」を満たすものに限る）を受診された場合の費
用の一部を助成しています。費用の助成を受ける際
は、人間ドックを受診し、いったん費用全額を自己負
担していただいてから、市区町村の担当窓口に費用
助成を申請してください。
　なお、各年度中（4月1日から当該年度の3月31日ま
で）1回の受診に対し、26,000円を上限として費用の
一部を助成します。

※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されな
い場合は、印鑑が必要です。

※検査結果通知書の写しの提出に応じられない場合は、提出先の窓口
にお申し出ください。

後期高齢者医療健康診査

　歯や歯肉の状態だけでなく、お口の機能を含
めてチェックをしますので、義歯を使用中の方も
積極的に受診してください。4月下旬から5月上
旬にかけて「歯科健康診査のお知らせ」をお送り
します（年度途中に新たに75歳になられる方に
は、誕生月の翌月にお送りします）。
　広域連合が指定する歯科医院等において、年度
中（当該年度の3月31日まで）に1回、無料で受診す
ることができます。受診の際は、被保険者証を忘
れずにお持ちください（受診券はありません）。
　ただし、以下に該当する方は、歯科健康診査
の対象外となります。
❶病院又は診療所に6カ月以上継続して入院中の
方
❷特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護
老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所
または入居している方

後期高齢者医療歯科健康診査

人間ドック費用の一部助成

●申請に必要なもの
❶受診された人間ドックの「領収書」
❷検査結果通知書一式（コピー可）
❸後期高齢者医療被保険者証
❹口座情報のわかるもの
❺申請書

大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課問合
FAX 4790-2030TEL 4790-2031

※問い合わせ可能日、可能時間：平日9時～17時30分

各種手当 改定前 改定後
52,400円 53,700円❶特別児童扶養手当（1級）
34,900円 35,760円❷特別児童扶養手当（2級）
27,300円 27,980円❸特別障がい者手当
14,850円 15,220円❹障がい児福祉手当
14,850円 15,220円❺経過的福祉手当

児童1人目
43,070円 44,140円全部支給

一部支給 44,130円～10,410円43,060円～10,160円

10,170円 10,420円全部支給
一部支給 10,410円～5,210円10,160円～ 5,090円

6,100円 6,250円全部支給
一部支給 6,240円～3,130円6,090円～3,050円

児童2人目

児童3人目

後期高齢者医療制度の被保険者に対する
健康診査・歯科健診の実施、
人間ドック費用の助成について

※退院・退所したなど事情に変更があった場合は、受診券を発行いたします
ので、お問い合わせください。

※事前に必ず受診希望の医療機関へ実施状況を含めてお問い合わせください。
※人間ドックを受診された方は、健康診査を受診する必要はありません。

※事前に必ず受診希望の歯科医院へ実施状況を含めてお問い
合わせください。


